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 １.はじめに 
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本市では、県内に先駆けて平成２０年に景観法に基づく景観計画（以下「本計画」という）を策定

し、良好な景観形成を目指して、本市特有の自然環境や歴史的資源を活かした景観づくりや、住民

や事業者との連携による美しいまちづくりなど、多彩な施策に取り組んできました。 

しかし、近年の社会情勢や地域課題の変化により、景観を取り巻く状況は大きく変化しています。

具体的には、人口減少や高齢化による空家等の増加、都市再生や観光振興を目的とした開発の進

展などが挙げられます。 

こうした状況や課題に対応するため、現行の本計画を見直し、本市の現状に即した景観形成の

あり方を再定義する必要があります。 

今回の改定では、これまでの成果と課題を整理し、本市が共有すべき将来像や価値観、及び景

観形成の方向性を明確化するとともに、現代のニーズに対応した景観形成基準を整備し、景観に

関するルールや仕組みを分かりやすく使いやすいものへと改良することで、市民・事業者・行政の

連携を強化し、本市の豊かな自然環境と歴史的なまちなみが調和した特色ある景観の保全・創出

を目指し、持続可能な景観づくりを行うことを目的とします。 

また、これまで市内８地区のうち４地区で定めていた「届出対象行為」と「景観形成基準」につい

て、計画策定後から規制に係る周知が浸透してきたことを踏まえて、残る未設定の４地区にも新た

に基準を設定しました。これにより、全ての特定地区において具体的なルールに基づく景観誘導が

可能となり、市全域でよりきめ細やかな景観形成を推進していきます。 

こうした取組を通じて、この特色ある景観を次世代へ継承するため、具体的な取組を引き続き

推進してまいります。 

 

「景観」とは、建物や道路、樹木、山や川など、私たちの身の回りにある自然や人工物が調和して

見える、地域の環境の姿をいいます。これは単なる見た目の美しさだけでなく、歴史や文化、暮ら

しの営みがにじむ地域の個性や魅力を含むものです。 

景観法では、「自然的要素及び人工的要素が一体となった環境の見え方」と定義されており、本

市においても、景観をまちの価値を育む重要な資源と位置づけ、将来にわたり大切に守り・育てて

いくものと考えます。 

 

  

１. はじめに 
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 １.はじめに 

 

 

 

本計画は本市の景観行政の総合的な指針となるものであり、「山鹿市総合計画」との調和、「山

鹿市都市計画マスタープラン」との適合を図り、関連する山鹿市環境基本計画等との連携を視野

に入れて作成するものとします。 

 

 

図 1-1 計画の位置づけ 
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 ２. 山鹿市の景観特性と課題 
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■「景観のまとまり」と「景観の境界」について 

一般的に「景観のまとまり」は、川の流路の変化（下流から見れば分岐、上流から見れば合流）を

伴う「川筋」を軸に視界に入ってくる「流域景観」が基本となります。（図２-1） 

また、「景観の境界」は、流域景観のまとまりを規定している境界線、すなわち「尾根筋」が基本と

なります。（図２-2） 

 

 

図２-1 川筋 

 

図２-2 尾根筋 

 

■「景観の結び目」について 

「川筋」は、合流点においてその上流側に分岐して広がる景観がつながる場所であるため、川の

合流点は「景観の結び目」としての性格を持ちます（図 2-３）。 

一方、「尾根筋」は複数のそれが交差する点において、それぞれの尾根筋の両側に広がる景観が

つながる場所であるため、尾根の交差点も「景観の結び目」としての性格をもつことになります。

また、尾根筋が下った先端は、尾根筋の両側にそれぞれに広がっていた景観が出会う場所であり、

これもまた「景観の結び目」となります（図 2-４）。 

 

 

図２-3 川筋による景観の結び目 

 

図２-4 尾根筋による景観の結び目 

  

２.  山鹿市の景観特性と課題 
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 ２. 山鹿市の景観特性と課題 

 

 

 

 

■「まとまり」と「境界」の逆転 

景観を認識する基本となるものとして「まとまり」や「境界」、「結び目」がありますが、「まとまり」

を規定していた川筋が「境界」の役割を果たしたり、「境界」を規定していた尾根筋が「まとまり」の

役割を果たすことが例外的にあります。 

前者の例としては、川筋が比較的急な傾斜地の縁を流れ、傾斜地側の反対側に農地や市街地が

広がる場合が挙げられます。また、川幅が大きな所で、右岸と左岸で土地の利用形態が大きく異

なる場合もまた、川筋は景観の「境界」として認識されます。(図２-５) 

後者は、尾根筋が穏やかな台地状の地形の上にある場合で、この場所にはこの尾根筋の両側が

一体的な土地利用となることが多く、尾根筋を含む台地全体が「まとまり」のある景観として認識

されます。山鹿市の景観を特色づけているものの一つはこの台地であり、注目に値するものです。

（図２-６） 

これらの考え方をもとに、地形を丹念に分析していくことにより山鹿の景観を構成している基

本的な単位を明らかにし、山鹿の景観を考えるに当たっての出発点とします。 

 

 

図２-5 川筋による景観の境界 

 

図２-6 尾根筋による景観のまとまり 
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「景観のまとまり」と「景観の境界」の考え方をもとに、山鹿市全域を地形的に分析すると、８つ

のゾーンに分類できます。これらの８つのゾーンは、それぞれ異なる特性を持ち、独自の景観を形

成しています。また、各ゾーンには特有の景観上の課題も存在しています。このことを踏まえ、次の

ページからは、各ゾーンにおけるその特性や景観上の課題について整理しています。 

 

図 2-7 景観ゾーン図  
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 ２. 山鹿市の景観特性と課題 

 

 

 

１ 菊池川本流域ゾーン 

  

 

 

  

 

 

■ 景観上の課題 

 橋ごとに色彩が異なっており、景観の統一性が損なわれているように感じることから、今後、

意匠の調和を図る必要があります。 

 堤防沿いでごみや不法投棄物が散見され、景観及び衛生環境の悪化が懸念されます。 

 河川法面及び周辺に雑草が繁茂し、堤防や橋からの眺望が一部で遮蔽されているところも見

られることから、適切な植生管理が求められます。  

 本市の南部を西流する菊池川本流には、右岸側から上

内田川、吉田川、岩野川、迫間川が、左岸側から合志川、

千田川など多くの支流が合流しています。それぞれの

合流点からは支流の上流側に向かって続く景観を見通

すことができます。 

 菊池川の南部では伸びやかな水田と集落の組合せによ

る景観が広がりますが、北部では市街地が形成されて

おり、南北で大きく異なる表情を見せています。 

ゾーンの特性 
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２ 山間ゾーン 

 

 

 

 

 

  

 

 

■ 景観上の課題 

 荒廃の進む山林や、耕作放棄地が各所で確認され、農村景観の連続性が失われつつあります。 

 空家等が散見されるなど、暮らしの景観が損なわれつつあります。  

 上内田川や木野川及び岩野川の上流域に属し、深い山

林を背後にもつ小集落をひとまとまりとし、景観が形成

されています。 

 集落を構成する民家の多くは等高線に沿う形で配置さ

れ、屋根の勾配もそれに沿って概ね同一の方向に傾き

をもっており、集落としてのまとまりある景観を形成し

ています。 

 棚田が多く、その石積みや水路に架かる石橋等は、付近

で採れる石材が用いられ、土地の個性を感じさせます。 

 山の法面では果樹園、茶園、竹林などでの様々な農業

活動が営まれています。 

ゾーンの特性 
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 ２. 山鹿市の景観特性と課題 

 

 

３ 中山間ゾーン 

 

 

 

 

 

  

 

 

■ 景観上の課題 

 荒廃の進む山林や、耕作放棄地が各所で確認され、農村景観の連続性が失われつつあります。 

 空家等が散見されるなど、暮らしの景観が損なわれつつあります。  

 上内田川や岩野川の中流域及び江田川の上流域に属

し、水源の山を背後にもつ小支流域をひとまとまりと

し、景観が形成されています。 

 各集落にみられる神社、お堂、ほこらなどは、それに隣

接する大きな樹木とともにランドマークとなっていま

す。 

 道路沿いに集落が形成され、その背後に水田などの農

業空間が見られます。 

 地形が緩やかに傾斜しているため、民家の接道部分に

は玉石などによる石積みも見られます。 

ゾーンの特性 
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４ 市街地外緑ゾーン 

 

 
 

 

 

  

 

 

■ 景観上の課題 

 荒廃の進む山林や、耕作放棄地が各所で確認され、農村景観の連続性が失われつつあります。 

 空家等が散見されるなど、暮らしの景観が損なわれつつあります。  

 標高の高いところから、樹林地、果樹園、畑、小規模な

水田という順に土地利用がなされています。そして、平

野部と接する台地沿いの部分に集落が形成されていま

す。 

 彦岳、日輪寺山、不動岩、米野山からは、山鹿市の中心

市街地及びその南に広がる菊池川本流に沿った田園風

景を遠望することができます。 

 不動岩や日輪寺山は山自体が地域のランドマークとな

っています。 

ゾーンの特性 
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 ２. 山鹿市の景観特性と課題 

 

 

５ 平野ゾーン 

 

 
 

 

 

  

 

 

■ 景観上の課題 

 荒廃の進む山林や、耕作放棄地が各所で確認され、農村景観の連続性が失われつつあります。 

 空家等が散見されるなど、暮らしの景観が損なわれつつあります。 

  

 上内田川や岩野川の下流域、吉田川流域に属し、水田

を中心とする田園地帯となっており、川の流れに沿う

形で土地利用がなされ、景観を形成しています。 

 周囲を台地や中山間地によって取り囲まれています。 

 水田地帯には、石垣や生垣、母屋、倉などがひとまとま

りとなって伝統的な集落を形成していますが、一方で大

型の畜舎など新しい農業関連施設もできています。 

 幹線道路沿いには商業施設や工場及び住宅が多く立地

しています。 

ゾーンの特性 
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6 台地ゾーン 

 

 
 

 

 

  

 

 

■ 景観上の課題 

 荒廃の進む山林や、耕作放棄地が各所で確認され、農村景観の連続性が失われつつあります。 

 電波中継塔は他の構造物と比べて、空に対する視認性が高く、周辺景観から突出した印象を

与えています。 

  

 背後に深い山を持ち、主に農業地帯として土地利用が

なされています。 

 鞠智城跡、装飾古墳館、チブサン・オブサン古墳など、

山鹿市の歴史を今に伝える遺構、施設等が閑静なたた

ずまいの中に保全整備されており、この地域の歴史の

深さを感じさせます。 

 民家は落ち着いた集落のたたずまいをみせています。 

ゾーンの特性 
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 ２. 山鹿市の景観特性と課題 

 

 

 

７ 市街地ゾーン 

 

  
 

 

  

 

 

■ 景観上の課題 

 幹線道路の沿道は現代的な商業施設が数多く立地し、他都市とよく似た無個性な景観を呈し

ています。 

 空家等が散見されるなど、暮らしの景観が損なわれつつあります。 

  

 菊池川沿いに広がる田園地帯の中央部に浮かぶ緩やか

な台地の上に景観が形成されています。 

 国道３２５号を中心にして住宅地が広がりますが、沿道

では店舗が数多く進出し、現代的な地方都市の景観を

呈しています。 

 現代的な建築物が多い中にも、豊前街道（山鹿地区）や

菊池往還（来民地区）には今も数多くの歴史的建造物を

見ることができます。 

ゾーンの特性 
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８ 地域拠点ゾーン 

 

 
 

 

 

  

 

 

■ 景観上の課題 

 道路網の結節点あるいは分岐点の位置にありますが、各種サイン等による誘導が不十分な箇

所が確認されます。 

 多様な色彩・形態の建築物や屋外広告物が混在しており、景観に雑然とした印象を与えてい

ます。 

  

 川筋と尾根筋が合流する位置に平坦地があり、そこに

集落が形成されています。市町村合併前は、各町の役

場（現在の各市民センター）が置かれるなど、その地区

の中心的な役割を担っていました。 

 現在も公共施設や公共サービス施設が集積していま

す。 

 各地を結ぶ道路網が交差したり、分岐したりする位置

であり、移動する人々（特に来訪者）の印象に残りやす

い場所です。 

ゾーンの特性 
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 ２. 山鹿市の景観特性と課題 

 

 

 

１） 景観計画の運用実績 

■山鹿市景観条例に基づく届出等の提出の件数 

本市では市全域を対象とした景観誘導として、「大規模建築物等届出地区」（市全域）と「特定施

設届出地区」（国道３号や３２５号、また県道や一部市道など主要幹線道路沿い）を指定し、更にそ

の中から地区固有の景観をより良くしていくために特定の地区を対象とした景観誘導として、「景

観形成誘導地区」と「景観形成重点地区」を設定し、対象規模に応じた建築物や工作物等の建設に

対して事前協議と届出行為を行うことで、良好な景観形成を図っています。 

下図は地区ごとの届出件数を各年度別にまとめたものです。年度によってバラつきはあります

が、大規模建築物等届出地区の届出件数（総数）は平均して２０件程度、特定施設届出地区の届出

件数（総数）は、１３件程度で推移しています。また各景観形成誘導地区の届出件数は、平小城地区

が 5 件程度で推移し、鞠智城公園周辺地区や番所地区は少ない状況です。最後に景観形成重点地

区である豊前街道山鹿地区は３件程度で推移しています。 

 

  

  

  
図 2-8 地区別の届出件数の推移 
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２）景観まちづくりの取組実績 

■景観に関する整備状況（道路の美装化や住宅の修景等事業） 

本市では、平成８年から国の各種補助事業を積極的に活用し、地域の貴重な景観資源を守りな

がら、まちづくりの整備を進めてきました。その中でも特に、「豊前街道」を中心とした景観形成重

点地区において、歴史的景観を活かしたまちづくりを重点的に実施しています。 

豊前街道は、多くの歴史と文化が息づく地域であり、その魅力を最大限に引き出すことで、地域

全体の価値向上を目指しています。今後も歴史的まちなみの景観保全の観点から、地域住民や関

係団体と協力しながら、建築物の維持・保全やまちなみの修復・整備を進め、訪れる方々に昔なが

らの情緒あふれる空間を提供できるよう努めてまいります。 

 

 

図 2-9 豊前街道周辺における街路事業の状況 
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 ２. 山鹿市の景観特性と課題 

 

 

 

 

旧街道の面影を残しながら、歴史的建造物と調和した雰囲気を持ったまちなみ形成を図ってい

くため、八千代座周辺と豊前街道の街路・広場の整備を実施しています。 

  

写真 2-1 歴史的地区環境整備街路事業の整備状況 

 

 

豊前街道を軸に回遊性のある道路の整備として、周辺に枝分かれしている昔ながらの小路（し

ゅうじ）等の整備を実施しています。 

  

写真 2-2 まちづくり交付金事業の整備状況 

 

 

豊前街道沿いのまちなみの景観を維持保全するため、住宅の修景や道路の美装化等を実施して

います。 

  

写真 2-3 街なみ環境整備事業の整備状況 

● 歴史的地区環境整備街路事業（歴みち事業） 平成９年～平成１７年 

● まちづくり交付金事業（まち交事業） 平成２０年～平成２４年 

● 街なみ環境整備事業（街かん事業） 平成２７年～ 

①  ② 

③ ④  

⑤ ⑥ 
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■無電柱化の実施状況 

安全で快適な通行空間を確保するとともに、市民や観光客にとって魅力的な都市景観を形成し、

さらには都市災害の防止を目的として、国道３号や国道３２５号、主要地方道玉名山鹿線、豊前街

道を中心とした地域において、国、県、市が連携して無電柱化の推進に取り組んでいます。  

この事業は、道路沿いの景観を整えることで街の美しさを高めるだけでなく、電柱や電線がなく

なることで歩行者や車両の安全性を向上させることにあります。また、災害時には電柱倒壊の危

険性を軽減することで、緊急輸送道路としての輸送ルートの確保など地域社会の防災力強化にも

つながります。無電柱化により、幅広い道路空間が確保されることで、歩行者が安心して歩ける環

境が整い、観光客にとってもまちなみの景観が魅力的に映ることから、地域全体のイメージアップ

にも寄与しています。 

 

 

図 2-10 山鹿市市街地周辺における無電柱化事業の状況 
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 ２. 山鹿市の景観特性と課題 

 

 

 

 

 

  

        

写真 2-4 国による無電柱化の実施状況 

 

 

  

  

写真 2-5 県による無電柱化の実施状況 

● 国による実施状況 平成２２年～平成２５年（完了） 

● 県による実施状況 令和３年～令和１２年（完了予定） 

① 

② 

③ 

④ 
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写真 2-6 市による無電柱化の実施状況 

 

■親水空間の整備状況 

鍋田水遊び公園は、地域の自然と調和した美しい景観が楽しめる親水活動や憩いの場として親

しまれる公園で、平成２年８月に開園しました。この公園は、自然、歴史、文化及び憩いが融合した

空間として、訪れる人々に多彩な魅力を提供しています。 公園周辺には、国指定史跡「鍋田横穴

群」や博物館、山鹿市民スポーツセンターなどの多彩な施設が点在しており、地域の文化や歴史を

学びながら楽しむことができます。また、公園内では、水辺と緑が織り成す自然豊かな景観が広が

り、子どもたちの屋外学習や市民の憩いの場として活用されています。 特に親水広場では、子ど

もたちが水遊びを楽しむ姿や家族がくつろぐ風景が広がり、幅広い世代の市民にとっての集いの

場となっています。この美しい景観は、訪れる人々に心地よさを提供するとともに、学びや娯楽を

通じて地域の魅力を感じる場となっており、 地域の日常に寄り添いながら、人々に自然と触れ合

う時間や地域の豊かさを味わえる空間を提供し続けています。 

 

図 2-11 鍋田水遊び公園の位置図 

鍋田水遊び公園

● 市による実施状況 平成９年～平成１７年（実施） 

⑤ 

１ 

2 
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 ２. 山鹿市の景観特性と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-7 親水空間の整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  

②  
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３）住民の景観まちづくりの取組状況 

■景観形成に取り組む団体の状況 

私たちが普段生活している居住地域や、緑豊かな農村地域では、その景観を維持し、次世代に

美しく保ち続けたいという思いから、各地区において住民の主体的な取組による美化活動や清掃

活動が行われています。これらの活動では、地域住民が自発的に協力し、地域の魅力や暮らしやす

さを守るための意識を共有する姿勢がうかがえます。また、それだけではなく、さらなる地域環境

の保全を目指し、各地区のボランティア団体や河川協力団体などによる美化・清掃活動等も実施

されています。これらの取組は、地域の景観や自然環境の維持に大きく貢献するとともに住民同

士の結びつきを深める機会ともなっており、地域全体の価値を高める重要なものとなっています。 

 

 

 

写真 2-8 住民による美化・清掃活動の状況（除草シートの敷設状況） 

 

 

写真 2-9 区のボランティアや河川協力団体による清掃活動の状況 
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 ２. 山鹿市の景観特性と課題 

 

 

 

４）その他 

■空家数の動向 

令和５年（２０２３年）時点で、全国の空家数は約９００万戸に上り、総住宅数に占める空家率（空

家率）は１３．８％となっています。この増加傾向には、人口減少や少子高齢化、都市部への人口集

中、相続問題などが背景にあり、全国的に空家問題が広がりを見せています。特に１９９３年から２

０２３年までの３０年間で、空家数は約２倍に増加しており、深刻な課題となっています。 本市にお

いても、平成２８年度と令和５年度に実施された空家の実態調査により、空家数が全地域で増加し

ていることが確認されています。中でも鹿北地域や鹿央地域は、平成２８年度と比較して空家数が

約２倍に増加しており、特に顕著な変化を見せています。 

 

表 2-1 地域別の空家数 

 

出典：空家実態調査 
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１）住民の満足度、意識、施策認知度 

■山鹿市全体の景観への満足度 

現計画策定時の平成１８年に市民アンケート調査を実施しましたが、本計画の見直しに当たり、

改めて市民の皆様が日常生活で感じている景観に関する思いや考え方などを把握するため、令和

６年１０月に１８歳以上の市民の方から無作為に抽出した３，０００名の方を対象にアンケート調査

を実施しました。以下にアンケート調査結果を整理していますが、現在の山鹿市全体の景観は、「良

い」（8.8％）と「どちらかといえば良い」（36.1％）を合わせた良い印象が約４５％、「悪い」（2.1％）

と「どちらかといえば悪い」（10.9％）を合わせた悪い印象が約１３％となっており、比較的良い印

象を持たれています。 

 

図 2-12 山鹿市全体の景観の印象 

 

 

回答数 割合

全体 958 100.0%

良い 84 8.8%

どちらかといえば良い 346 36.1%
どちらでもない 385 40.2%
どちらかといえば悪い 104 10.9%
悪い 20 2.1%
無回答 19 2.0%

良い

8.8%

どちらかと

いえば良い

36.1%
どちらでもない

40.2%

どちらかと

いえば悪い

10.9%

悪い 2.1% 無回答 2.0%

N=958

【参考】過年度比較 

現在の山鹿市全体の景観は、「良い」と「どちらかといえば良い」を合わせた良い印象が約

43％、「悪い」と「どちらかといえば悪い」を合わせた悪い印象が約２0％となっており、比較的

良い印象を持たれています。 

 
良い

9.7%

どちらかと

いえば良い

32.9%

どちらでもない

33.8%

どちらかと

いえば悪い

17.3%

悪い 2.7% 無回答 3.6%

N=1055
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 ２. 山鹿市の景観特性と課題 

 

 

 

■山鹿市全体の景観で良くなったもの、悪くなったもの 

山鹿市全体の景観で「良くなった」と感じるものは「特になし」を除き、続いて「歴史的な建物が

保全されている」、「電柱や電線が地中化されて、整っている」、「ゴミの不法投棄などが無くなった

（減った）」などが多く挙げられています。 

 

図 2-13 山鹿市全体の景観で「良くなった」と感じるもの 

 

山鹿市全体の景観を「悪くしている」・「損ねている」と感じるものは、「空き店舗や空家などが増

えている」が突出して多く、続いて「放置されて荒れた感じの農地は増えてきた」が多く挙げられて

います。 

 
図 2-14 山鹿市全体の景観を「悪くしている」・「損ねている」と感じるもの  
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■居住地別の景観について 

居住地域の景観は、「良い」と「どちらかといえば良い」を合わせた良い印象が約４０％、「悪い」

と「どちらかといえば悪い」を合わせた悪い印象が約１７％となっており、比較的良い印象を持た

れています。 

 

 

図 2-15 居住地の景観の印象 

 

 

【参考】過年度比較 

居住地域の景観は、「良い」と「どちらかといえば良い」を合わせた良い印象が約５１％、「悪い」と

「どちらかといえば悪い」を合わせた悪い印象が約１８％となっており、比較的良い印象を持たれ

ています。 

 

 

  

回答数 割合

全体 958 100.0%

良い 82 8.6%

どちらかといえば良い 301 31.4%
どちらでもない 379 39.6%
どちらかといえば悪い 137 14.3%
悪い 27 2.8%
無回答 32 3.3%

良い

8.6%

どちらかと

いえば良い

31.4%

どちらでもない

39.6%

どちらかと

いえば悪い

14.3%

悪い

2.8%

無回答 3.3%

N=958

良い

17.2%

どちらかと

いえば良い

34.0%

どちらでもない

27.9%

どちらかと

いえば悪い

14.7%

悪い

2.9%

無回答 3.3%

N=1055

回答数 割合

全体 1055 100.0%
良い 181 17.2%
どちらかといえば良い 359 34.0%
どちらでもない 294 27.9%
どちらかといえば悪い 155 14.7%
悪い 31 2.9%
無回答 35 3.3%
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 ２. 山鹿市の景観特性と課題 

 

 

 

■地区内の景観阻害要因について 

居住地域内の景観を「悪くしている」と感じるものは、「空き店舗や空家などが増えている」が突

出して多く、続いて「放置されて荒れた感じの農地は増えてきた」が多く挙げられています。 

 

図 2-16 地域内の景観を「悪くしている」と感じるもの 
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空き店舗や空き家などが増えている

街路樹の整備状況が良悪くなってきた

電柱や電線が地中化されておらず、視線が遮られる

太陽光発電施設など大規模な建築物や構造物により、

山岳を一望する景観の眺望が阻害されている

特になし

その他

【参考】過年度比較 

過年度と比較すると、「放置されて荒れた感じの農地は増えてきた」が多くなっているが、「ゴミ

の不法投棄や土石、廃棄物の野積みが目立ってきている」に関しては、減少傾向にあります。 
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電柱や電線が地中化されておらず、視線が遮られる

太陽光発電施設など大規模な建築物や構造物により、

山岳を一望する景観の眺望が阻害されている

特になし

その他

前回調査時は項目なし 
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■景観計画への認知度 

条例に基づく景観づくりのためのルールが適用されていることを、「知らなかった」（75.9％）が

８割近くを占めています。 

また「聞いたことはある」（19.6％）が約２割に留まり、「内容についても知っている」（0.7％）に

おいては１％以下で、余り認知されていない結果です。 

 

 

図 2-17 景観づくりのためのルールの認識状況 

 

■現在の景観形成誘導地区及び景観形成重点地区の印象 

「豊前街道山鹿地区・歴史的町並み地区」は「良い」と「どちらかといえば良い」を合わせた良い印

象が６割を超えており評価が高いですが、「菊池往還来民地区」や「菊池川周辺地区」は他地区と比

べると少し悪い印象のようです。 

 

 

図 2-18 地区の景観に対する印象  
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回答数 割合

全体 958 100.0%

内容についても知っている 7 0.7%

聞いたことはある 188 19.6%
知らなかった 727 75.9%
無回答 36 3.8%
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 ２. 山鹿市の景観特性と課題 

 

 

 

２）住民主体の活動やイベント 

■景観づくりの活動について 

景観づくりの活動について、行っていること・今後行う予定があるものは「特になし」（47.3％）

が約５割で最も多く、続いて「地区の清掃活動や景観に関するボランティア活動に参加する」

（33.1％）が多い結果です。 

 

図 2-19 行っている・今後行う予定の「景観づくりの活動」 

 

景観づくりの活動を実戦するための支援策としては、「道路や公共施設など公共空間の緑化・美

化に努めてほしい」が最も多い結果です。 

 
図 2-20 景観づくり活動を実戦するための支援策  
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自宅や店舗、自社ビル等の建物のデ
ザインや色を、景観にあったものに
配慮する
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景観に関する勉強会・セミナーに参
加する

22 2.3%

特になし 453 47.3%
その他 24 2.5%
無回答 43 4.5%
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前述の（２）山鹿市の景観ゾーンごとの景観特性や（３）景観に関する事業・施策の進捗、（４）景観

に関する市民の意識や行動の変化より、山鹿市全体の景観に関する課題を「①自然景観」、「②暮

らしの景観」、「③協働による景観」の３つの視点ごとに整理しました。 

第４章では、これら３つの視点に基づき課題解決に向けた目標・方針を定め、良好な景観形成を

目指します。 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

①自然景観 

■ 耕作放棄地や山林の維持管理 

 耕作放棄地の活用方法を検討し、農業や景観保全に活かせる手立てを考える必要があ

ります。 

 一方で、山林や棚田は適切に管理されており、その良好な景観を引き続きどう維持・管

理していくのか検討する必要があります。 

■ 道路・河川沿いや地域の活動拠点などでの除草活動 

 雑草の繁茂を防ぐため、定期的な除草作業などの管理や地域での対策が必要です。 

②暮らしの景観 

■ 届出行為や規制内容の見直し 

 妻入り型の商家など歴史的な建物が点在していますが、景観と調和しない一般的な建物

も点在しているため、積極的な景観誘導が必要です。 

■ 景観に関する整備事業の継続的な実施 

 現在の美装化事業により、地域の印象は良好ですが、今後も継続的な取組が必要です。 

 地域住民からは、道路や公共施設の緑化・美化をさらに進めてほしいという声が多いた

め、より効果的な施策を検討し、景観づくりを推進することが求められます。 

 整備した公園等の公共空間の継続的な管理を行いつつ、活用に関しても地域全体の景

観づくりに貢献できるような工夫を検討する必要があります。 

 現在の無電柱化事業を引き続き計画的に進めていく必要がある一方で、道路や公共空

間の美化・緑化とも連携して進める必要があります。 

■ 空家等の対策 

 市全体で空家が増えているため、山鹿市空家等対策計画と連携して、空家の利活用や除

却を進め、地域の魅力向上につなげる施策が求められます。 
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 ２. 山鹿市の景観特性と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

③協働による景観 

■ 届出制度等の知識普及 

 届出行為による景観規制があるものの、条例について周知できていないのが現状です。 

 適切な運用が十分に浸透していない可能性が考えられるため、市民へのわかりやすい啓

発が必要です。 

■ 届出行為や規制内容の見直し 

 歴史的な建物の保全は評価されていますが、景観と調和しない一般的な建物も点在して

いるため、規制内容の見直しが必要です。 

■ 太陽光パネルに関するルールづくり 

 現時点では大きな問題とはなっていませんが、相談件数が増加していることを踏まえ

て、太陽光パネルの無秩序な設置を防ぐためのルールづくりが必要です。 

■ 景観に関する意識啓発 

 現在はボランティアや協力団体の清掃活動等もあり、ゴミや不法投棄物は目立たず、景

観が保たれています。 

 今後も同様の活動を維持するために、市民への啓発活動等が求められます。 
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 ３. 景観計画区域 

 

 

 

 

  



 

3-1 

 

 

本市では、景観の形成は特定の地域だけではなく、市全域で取り組むべきものと認識していま

す。また、その実現は特定の個人や団体あるいは行政の力だけでできるものではないため、市民

一人ひとりの理解、協力、そして積極的な参加が不可欠であると考えます。 

このことから、市全域を景観計画区域（景観形成を行っていく範囲）とし、市民が行う景観形成

活動を積極的に支援していくとともに、市民と行政が協働で豊かな自然景観や歴史的景観の維

持・保全を進め、山鹿市独自の景観像をつくり上げていきます。 

 

 

 
 

【第２章 山鹿市の景観特性と課題】の中で、本市全域を地形的に分析し８つの景観ゾーンに分

類しましたが、それぞれの景観ゾーンについて、その特性や課題に基づき景観誘導方針を定めま

す。 

また、市全域において景観形成基準を設定し、景観上の阻害要因となりやすいものについて良

好な景観形成への誘導を図り、景観上重要な建造物や樹木等についてもその位置付けを明確にし、

維持保全に努めます。 

さらに、特定の範囲（例えば豊前街道沿道など）において、特に良好な景観を有すると認められ

る地区については、その特性をさらに伸ばしていくため、独自の景観誘導方針・景観形成基準を定

め、積極的に景観向上に努めます。 

  

３.  景観計画区域 （景観法第８条第２項第１号） 

「景観計画区域」 ＝ 市全域 

 市全域で展開する市民活動（景観づくり、地域づくり）を支援していく。 

 市全域において規制及び誘導を行い、現存する豊かな自然や歴史的景観を維持保全

していく。 




